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●わたしたち南魚沼市民は、
　人間を大切にします。
●わたしたち南魚沼市民は、
　自然を大切にします。
●わたしたち南魚沼市民は、
　ものづくりを大切にします。

南魚沼市民憲章
【平成19年４月１日制定】
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・
３
か
月
以
上
対
象
住
宅
を
不
在

と
す
る
（
１
か
月
を
超
え
て
不

在
と
す
る
場
合
は
制
限
あ
り
）

対
象
と
な
る
除
雪
作
業

実
際
に
居
住
し
て
い
る
住
宅
の

人
力
に
よ
る
屋
根
雪
の
除
雪
作
業

（
合
計
24
時
間
以
内
）

※
雪
下
ろ
し
の
で
き
る
ア
ン
グ
ル

の
設
置
さ
れ
た
金
属
屋
根
や
瓦

屋
根
な
ど
が
対
象
。
自
然
落
雪

式
や
融
雪
式
は
原
則
対
象
外

利
用
者
負
担　
４
０
０
円
／
時
間

※
別
途
費
用
が
か
か
る
場
合
あ
り

申
作
業
前
に
、
地
域
の
民
生
委
員

･
児
童
委
員
を
通
じ
て
、
福
祉

課
に
申
請
書
を
ご
提
出
く
だ
さ

い
。
令
和
元
年
度
に
本
事
業
を

利
用
し
た
人
は
、
民
生
委
員
･

児
童
委
員
が
訪
問
調
査
を
実
施

し
ま
す
。

他
作
業
後
に
除
雪
内
容
が
確
認
で

き
る
写
真
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

住
宅
屋
根
の
除
雪
を
自
力
で
行

う
こ
と
が
困
難
な
高
齢
者
や
障
が

い
者
な
ど
の
世
帯
を
対
象
に
、
除

雪
費
を
援
助
し
ま
す
。

対
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世

帯
、
世
帯
主
が
身
体
障
害
者
手

帳
（
１
級
～
４
級
）
の
交
付
を

受
け
て
い
る
世
帯
、
配
偶
者
の

い
な
い
女
性
と
中
学
生
以
下
の

子
ど
も
の
み
の
世
帯

対
象
と
な
ら
な
い
世
帯

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
（
生

活
保
護
費
で
対
応
）

・
市
･
県
民
税
（
所
得
割
）
の
課

税
世
帯

・
親
族
な
ど
か
ら
除
雪
作
業
へ
の

直
接
的
な
労
力
の
支
援
、
そ
れ

に
代
わ
る
金
銭
的
な
支
援
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
世
帯
（
１

親
等
の
親
族
が
近
隣
に
居
住
し

て
い
る
場
合
は
制
限
あ
り
）

・
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
が
、
市
･

県
民
税
な
ど
で
市
内
に
居
住
す

る
人
の
扶
養
と
な
っ
て
い
る

国
が
支
給
す
る
特
別
定
額
給
付

金
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
令
和

２
年
４
月
28
日
以
降
に
生
ま
れ
た

子
ど
も
を
対
象
に
、
コ
ロ
ナ
禍
で

も
元
気
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

願
い
を
込
め
て
、「
元
気
に
育
て

特
別
給
付
金
」
を
給
付
し
ま
す
。

対
す
べ
て
に
該
当

・
令
和
２
年
４
月
28
日
か
ら
令
和

３
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、

出
生
か
ら
本
給
付
金
の
申
請
時

ま
で
継
続
し
て
市
内
に
住
民
登

録
を
し
て
い
る
子
ど
も

・
父
か
母
が
４
月
27
日
か
ら
本
給

付
金
申
請
時
ま
で
、
継
続
し
て

市
内
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

支
給
額　
１
人
10
万
円

申
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。
対
象
に
な
る
と

思
わ
れ
る
子
ど
も
の
父
か
母
に

は
、
10
月
末
に
市
か
ら
申
請
書

本
紙
に
掲
載
し
て
い
る
各

種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、

中
止
や
延
期
、
内
容
が
変
更

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

最
新
の
情
報
は
、
各
主
催

者
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
福
祉
課 

高
齢
福
祉
係

　
☎
７
７
３

−

６
６
６
７

問
・
申
子
育
て
支
援
課

　
☎
７
７
３

−

６
８
２
２

高
齢
者
や
要
配
慮
世
帯
の

住
宅
除
雪
援
助
事
業

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を

配
布
し
て
い
ま
す

新
生
児
を
対
象
に

定
額
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
」
は
、

緊
急
時
に
必
要
な
医
療
情
報
を
、

冷
蔵
庫
に
保
管
し
て
お
く
も
の
で

す
。
救
急
車
を
呼
ん
だ
時
な
ど
に
、

か
か
り
つ
け
医
や
服
薬
情
報
が
す

ぐ
に
わ
か
る
た
め
、
迅
速
な
救
急

活
動
に
役
立
ち
ま
す
。

キ
ッ
ト
は
無
料
で
、
次
の
と
お

り
配
布
し
ま
す
。

①
世
帯
員
が
す
べ
て
65
歳
以
上
で
、

キ
ッ
ト
が
未
配
布
の
人
に
は
、

11
月
～
令
和
３
年
３
月
に
民
生

委
員
・
児
童
委
員
が
配
布
し
ま

す
。

②
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
配

布
を
希
望
す
る
人
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
日
中
に
65
歳
以
上
の
人
だ
け
が

在
宅
と
な
る
世
帯
で
、
認
知
症

で
あ
る
か
、
心
臓
疾
患
・
脳
血

管
障
害
の
既
往
歴
が
あ
る

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

い
ず
れ
か
を
持
ち
、
一
人
暮
ら

し
か
、
他
の
世
帯
員
が
す
べ
て

65
歳
以
上

配
布
後
に
、
医
療
情
報
な
ど
に

問
福
祉
課 

高
齢
福
祉
係

　
☎
７
７
３

−

６
６
６
７

を
送
付
し
ま
す
。

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
な
ど
の
訪
問
時
に

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

災
害
が
起
き
た
と
き
は
、
キ
ッ

ト
を
持
っ
て
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。


